
1 

 

医政発 0319第 17号 

保発 0319 第 10 号 

令和８年３月 19 日 

 

都道府県知事  

保健所設置市長  

特別区長 

地方厚生（支）局長 

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長 

社会保険診療報酬支払基金理事長 

全国健康保険協会理事長 

健康保険組合理事長  

健康保険組合連合会長 

 

 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚生労働省保険局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備

等に関する省令の公布について 

 

 

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整

備等に関する省令（令和８年厚生労働省令第28号）については、本日、別添のと

おり公布され、順次施行される。改正の趣旨及び内容等については下記のとお

りであるので、御了知の上、関係医療機関等に周知いただくようお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

  医療法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 87号）の施行に伴い、厚

殿 
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生労働省関係省令の整備を行う。 

 

第２ 改正の主な内容 

１ 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）（第１条関係） 

⑴  医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修

了医師（⑶において「医師少数区域等認定医師」という。）の認定の要件

のうち、医師の確保を図るべき区域において診療等に従事した期間につ

いて、現行の６か月以上の期間から、１年以上の期間に延長するほか、

対象区域として、医療法（昭和23年法律第205号）第30条の４第２項第11

号イ⑵に規定する都道府県が重点的に医師の確保を図る必要がある区

域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区域を追加する。 

⑵  開設許可の申請及び診療所開設の届出事項について、外来医師過多区

域（医療法第30条の18の６第１項の指定を受けた区域をいう。以下同じ

。）に診療所（医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を

有しないものに限る。）を開設する場合には、外来医師過多区域における

診療所開設に係る事前届出、医療法第30条の18の６第４項の協議の場に

おける協議及び同条第６項の規定による要請に係る事項を求めること

とする。 

⑶  医師少数区域等認定医師を管理者とする病院について、現行の地域医

療支援病院に加え、医療法第31条に規定する公的医療機関である病院、

独立行政法人国立病院機構の開設する病院、独立行政法人地域医療機能

推進機構の開設する病院及び独立行政法人労働者健康安全機構の開設

する病院を追加する。 

 また、上記病院が、臨床研修等修了医師であって医師少数区域等認定

医師でないものを管理者とすることができる場合として、６か月以上医

師少数区域等で勤務（医師少数区域等での勤務に係る６か月以内の期間

は、臨床研修の期間も含めることが可能。医師少数区域等以外の区域の

臨床研修病院等で指導医として勤務している場合も６か月以内に限り

含めることが可能。）かつ１年から当該機関勤務期間を引いた残りの期

間、地域医療対策協議会において調整された医師派遣や、地域医療対策

協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験をした者として、都

道府県知事が認めるものに病院を管理させる場合とする。 

⑷  外来医師過多区域における地域外来医療の要請等に関し、 

 ・ 当該区域の指定にあたって、その基準として外来医師偏在指標（全

国平均値に標準偏差の1.5倍を加えた値以上）及び可住地面積当たり

診療所数全国上位10％以上を用いる旨を規定する。 

 ・ 医療法第30条の18の６第３項に規定する厚生労働省令で定める診療

所開設に係る事前届出の例外となる「やむを得ない場合」は、以下の
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とおりとする。 

 ⅰ 外来医師過多区域における診療所（医業を行う場所であって、患

者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この⑷にお

いて同じ。）の廃止が予期されなかったものである場合であって、そ

の開設者以外の者が当該診療所の所在地で直ちに診療所を開設し

ようとすることについてやむを得ない事情があると当該診療所の

開設地の都道府県知事が認める場合 

  ⅱ 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域に

おいて診療所を開設しようとする場合であって、当該診療所を開設

する日の６か月前までに医療法第30条の18の６第３項の届出を行

うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診

療所の開設地の都道府県知事が認める場合 

  ⅲ これらのほか、やむを得ない事情があると当該診療所の開設地の

都道府県知事が認める場合 

・ 医療法第 30 条の 18 の６第３項に規定する厚生労働省令で定める診

療所開設に係る事前届出事項は以下のとおりとする。 

ⅰ 届出者の住所及び氏名（法人であるときは、その名称及び主たる

事務所の所在地） 

ⅱ 診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、そ

の開設しようとする者の住所及び氏名（法人であるときは、その名

称及び主たる事務所の所在地） 

ⅲ 開設予定の診療所の名称 

ⅳ 開設予定の場所 

ⅴ 診療を行おうとする科目 

ⅵ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員 

ⅶ 開設の予定年月日 

ⅷ その開設予定の場所に係る外来医師過多区域における医療法第

30 条の 18 の５第１項第１号イに規定する地域外来医療（以下単に

「地域外来医療」という。）の提供に関する意向の有無 

ⅸ 地域外来医療を提供する意向があるときは、提供する予定の地域

外来医療の内容（当該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。） 

ⅹ 地域外来医療の提供に関する意向がないときは、その理由 

・ 医療法第 30 条の 18 の６第４項に規定する厚生労働省令で定める者

は、外来医師過多区域において診療所を開設しようとする者又は診療

所を開設した者であって、以下に掲げる者とする。 

ⅰ 医療法第 30条の 18の６第３項の届出を行わなければならなかつ

た者であって、当該届出を行わなかった者 
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ⅱ 外来医師過多区域における診療所の廃止が予期されなかったもの

である場合であって、その開設者以外の者が当該診療所の所在地で

直ちに診療所を開設しようとすることについてやむを得ない事情

があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合に該当

する者 

ⅲ 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域にお

いて診療所を開設しようとする場合であって、当該診療所を開設す

る日の６か月前までに医療法第 30条の 18の６第３項の届出を行う

ことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療

所の開設地の都道府県知事が認める場合又はこれらのほか、やむを

得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める

場合に該当する者であって、当該診療所の開設地の都道府県知事が

医療法第 30条の 18の６第３項の届出が必要であると認めた者 

⑸ その他所要の改正を行う。 

 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規

則（平成元年厚生省令第34号）（第２条及び第３条関係） 

⑴ 医療機関が地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す

る法律（平成元年法律第 64号。以下「総確法」という。）第７条の２第

１項の事業に基づき病床の数を削減したときに、都道府県が同条第２項

の規定により医療計画において定める基準病床数を削減する場合から、

以下の病床の数を削減した場合を除くこととする規定を新設する。 

・  医療法第 30条の４第 10項から第 12項までの規定に基づき行った

許可に係る病床の数（医療法施行令（昭和 23年政令第 326号）第５

条の３第２項若しくは第５条の４第２項の規定に基づき厚生労働大

臣の同意を得た数又は同令第５条の４の２第２項に基づき都道府県

知事が必要と認めた数を超えるときは当該厚生労働大臣の同意を得

た数又は当該都道府県知事が必要と認めた数に限る。） 

・  次に掲げる病床の数 

ⅰ 医療法施行規則第 30 条の 33 第１項第１号に規定する病院又は

診療所の病床の数（当該病床の種別ごとに総確法第７条の２第１

項に規定する事業に基づき削減した病床数に１から同号の式によ

り算定した数を控除した数（当該数が、0.95以上であるときは１）

を乗じて得た数に限る。） 

ⅱ 放射線治療病室の病床の数 

ⅲ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床の数 
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ⅳ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察

等に関する法律（平成 15年法律第 110号）第 16条第 1項の規定

により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院

の病床の数（同法第 42条第 1項第 1号又は第 61条第 1項第 1号

の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るもの

に限る。） 

・  国家戦略特別区域法（平成 25 年法律第 107 号）第 14 条第 1 項の

規定に基づき行った許可に係る病床の数（同条第２項に規定する病

床の数を超えるときは当該数に限る。） 

・  良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を

改正する法律（平成 18 年法律第 84 号）附則第３条第１項及び第２

項各号に規定する病床の数 

⑵ 令和９年４月１日に総確法第７条の２の規定が削除されることに伴い、

⑴の規定を削除する。 

⑶ その他所要の改正を行う。 

 

３ 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に

関する省令（昭和 32年厚生省令第 13号）（第５条関係） 

⑴  保険医療機関の指定の申請等の際に、当該保険医療機関の管理者とな

ろうとする者が健康保険法第 70 条の２第１項に掲げる要件のいずれに

も該当することを証する書類の添付を求めることとする。 

⑵  保険薬局の指定の申請等の際に、当該保険薬局がオンライン診療受診

施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行う場合には、当該オ

ンライン診療受診施設が保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和 32

年厚生省令第 16号）第２条の３第１項第１号に規定する別に厚生労働大

臣が定める要件に該当することを示す書類の添付を求めることとする。 

⑶  健康保険法第 68 条の２第１項の厚生労働省令で定める期限について、

次に掲げる区分に応じて規定する。 

ⅰ 医療法第 30条の 18の６第６項の規定による都道府県知事の要請を

受け、これに応じなかった又は同条第９項の規定による都道府県知事

の勧告を受けた（当該勧告に従った場合を除く。）開設者又は管理者が

開設又は管理する診療所が指定を受ける場合 ３年 

ⅱ 医療法第 30条の 18の６第９項の規定による都道府県知事の勧告を

受け、ⅰの規定により３年の期限が付された又はこの規定により２年

の期限が付された健康保険法第 63 条第３項第１号の指定を受けた診

療所の開設者又は管理者が当該勧告に従わず、当該診療所が再度の指
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定を受ける場合 ２年 

⑷  その他所要の改正を行う。 

 

４ その他関係省令 

 健康保険法施行規則（大正 15 年内務省令第 36 号）その他の関係省令につ

いて所要の改正を行う。 

 

５ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行する。ただし、２⑴及び４の一部は公布の日、

２⑵及び４の一部は令和９年４月１日から施行する。 
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院
等
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
全
て
の
業
務
を
行
つ
た
経
験
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
一
条
の
十
四

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
病
院
又
は
診
療
所
開
設
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事（
診
療
所
又
は
助
産
所
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
開
設
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定

め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。）又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、

第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
が
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
病
院
若
し
く
は

診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
若
し
く
は
合
併
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
り
受

け
た
者
又
は
相
続
人
若
し
く
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
第
九
号

か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
条
の
十
四

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
病
院
又
は
診
療
所
開
設
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事（
診
療
所
又
は
助
産
所
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
開
設
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定

め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。）又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、

第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
が
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
病
院
若
し
く
は

診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
若
し
く
は
合
併
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
り
受

け
た
者
又
は
相
続
人
若
し
く
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
第
九
号

か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
十
六

（
略
）

一
〜
十
六

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
八
号

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





十
七

開
設
者
が
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
区
域
（
以
下
「
外
来
医
師
過
多
区
域
」

と
い
う
。）に
お
い
て
、
診
療
所
（
医
業
を
行
う
場
所
で
あ
つ
て
、
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し

な
い
も
の
に
限
る
。
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
の
二
第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。）を
開
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
同
条
第
五
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者
で

あ
つ
て
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
の
届
出
を
行
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
と
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
者
を
除
く
。）で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
届
出
、
同

条
第
四
項
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
係
る
事
項

（
新
設
）

２
〜
13

（
略
）

２
〜
13

（
略
）

第
四
条

診
療
所
を
開
設
し
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
又
は
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
が
、
法
第
八
条
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
診
療
所
の

開
設
者
が
当
該
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
診
療
所

を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
は
、
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
届
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

診
療
所
を
開
設
し
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
又
は
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
が
、
法
第
八
条
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
診
療
所
の

開
設
者
が
当
該
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
診
療
所

を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
は
、
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
届
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
三

号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号

及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項

三

（
略
）

三

（
略
）

（
認
定
を
受
け
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
を
管
理
者
と
す
る
病
院
等
）

（
認
定
を
受
け
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
を
管
理
者
と
す
る
病
院
等
）

第
七
条
の
二

法
第
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
は
、
次
に
掲
げ
る
病
院
と
す
る
。

第
七
条
の
二

法
第
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
は
、
地
域
医
療
支
援
病
院
と
す
る
。

一

地
域
医
療
支
援
病
院

（
新
設
）

二

前
号
に
掲
げ
る
病
院
以
外
の
病
院
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
病
院

（
新
設
）

イ

法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
四
及
び
第
三
十
一
条
の
二

に
お
い
て
単
に
「
公
的
医
療
機
関
」
と
い
う
。）で
あ
る
病
院

ロ

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
の
開
設
す
る
病
院

ハ

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
開
設
す
る
病
院

ニ

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
開
設
す
る
病
院

２

法
第
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

２

法
第
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

地
域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
た
め
に
当
該
病
院
を
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
（
令
和
二

年
四
月
一
日
以
降
に
臨
床
研
修
（
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
い
う
。
第
九
条

の
二
十
第
一
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）を
開
始
し
た
医
師
以
外
の
医
師
に
限
る
。）に
病
院
を
管
理
さ

せ
る
場
合

一

地
域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
た
め
に
当
該
病
院
を
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
（
令
和
二

年
四
月
一
日
以
降
に
臨
床
研
修
を
開
始
し
た
医
師
以
外
の
医
師
に
限
る
。）に
病
院
を
管
理
さ
せ
る
場
合

二

医
師
少
数
区
域
等
所
在
病
院
等
の
う
ち
前
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
を
管
理
さ
せ
る
場
合

（
新
設
）

三

医
師
少
数
区
域
等
に
お
け
る
診
療
、
医
師
少
数
区
域
等
に
お
け
る
臨
床
研
修
又
は
医
師
少
数
区
域
等
所
在

病
院
等
で
な
い
病
院
の
う
ち
臨
床
研
修
病
院
等
（
医
師
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
病

院
等
を
い
う
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
け
る
臨
床
研
修
指
導
医
（
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
第
十

五
号
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
指
導
医
を
い
う
。）と
し
て
の
業
務
そ
の
他
の
医
師
少
数
区
域
等
所
在
病
院
等
で

な
い
病
院
に
お
け
る
医
療
従
事
者
に
対
す
る
指
導
に
係
る
業
務
を
合
計
し
て
六
月
以
上
経
験
し
た
者
で
あ
つ

（
新
設
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
前
任
の
病
院
の
管
理
者
が
不
在
と
な
る
こ
と
が
予
期
し
な
か
つ
た
も
の

で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
に
当
該
病
院
を
管
理
さ
せ
る

こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
当
該
病
院
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
と
き

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
前
任
の
病
院
の
管
理
者
が
不
在
と
な
る
こ
と
が
予
期
し
な
か
つ
た
も
の
で

あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
に
当
該
病
院
を
管
理
さ
せ
る
こ

と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
当
該
病
院
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
と
き

て
、
か
つ
、
一
年
か
ら
当
該
診
療
の
期
間
及
び
六
月
以
内
の
期
間
に
限
り
当
該
臨
床
研
修
又
は
当
該
指
導
に

係
る
業
務
の
期
間
の
合
計
を
除
い
た
期
間
、
病
院
又
は
診
療
所
へ
派
遣
さ
れ
て
行
う
診
療
、
臨
床
研
修
病
院

等
に
お
け
る
医
療
従
事
者
に
対
す
る
指
導
そ
の
他
の
業
務
で
あ
つ
て
病
院
等
の
管
理
者
と
な
る
に
当
た
り
経

験
す
る
必
要
の
あ
る
業
務
と
し
て
地
域
医
療
対
策
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
も
の
に
従
事
し
た
者
と

し
て
、
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
に
病
院
を
管
理
さ
せ
る
場
合

（
地
域
外
来
医
療
の
要
請
等
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
の
二

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
率
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に

係
る
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
の
外
来
医
療
の
受
療
率
そ
の
他
の
要
素
を
勘
案
し
た
上
で
、
当
該
区
域
の
診
療
所

（
医
業
を
行
う
場
所
で
あ
つ
て
、
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
な
い
も
の
又
は
十
九
人
以
下
の
患

者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る

医
師
の
数
を
当
該
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
の
数
で
除
し
た
も
の
（
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
外
来
医
師
偏

在
指
標
」
と
い
う
。）と
す
る
。

（
新
設
）

２

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
標
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
二

項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
可
住
地
面
積
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
診
療
所
の
数
（
次
項
第

二
号
に
お
い
て
「
可
住
地
面
積
当
た
り
診
療
所
数
」
と
い
う
。）と
す
る
。

３

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

そ
の
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
外
来
医
師
偏
在
指
標
の
値
か
ら
全
国

の
外
来
医
師
偏
在
指
標
の
平
均
値
を
控
除
し
た
も
の
を
全
国
の
同
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
外
来
医
師
偏

在
指
標
の
標
準
偏
差
で
除
し
た
も
の
が
一
・
五
以
上
で
あ
る
こ
と

二

そ
の
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
可
住
地
面
積
当
た
り
診
療
所
数
が
全

国
の
同
号
に
規
定
す
る
区
域
の
う
ち
上
位
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と

４

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

一

外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
け
る
診
療
所
の
廃
止
が
予
期
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ

の
開
設
者
以
外
の
者
が
当
該
診
療
所
の
所
在
地
で
直
ち
に
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
場
合

二

都
道
府
県
そ
の
他
の
行
政
機
関
の
求
め
に
応
じ
て
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
い
て
診
療
所
を
開
設
し
よ
う

と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
診
療
所
を
開
設
す
る
日
の
六
月
前
ま
で
に
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項

の
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の

都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
場
合

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
い
て
診
療
所
を
開
設
す
る
日
の
六
月
前
ま
で

に
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
の
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
と
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
場
合

６

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



７

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一

届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
が
届
出
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
の

住
所
及
び
氏
名
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

三

開
設
予
定
の
診
療
所
の
名
称

四

開
設
予
定
の
場
所

五

診
療
を
行
お
う
と
す
る
科
目

六

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
の
定
員

七

開
設
の
予
定
年
月
日

八

そ
の
開
設
予
定
の
場
所
に
係
る
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
け
る
法
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
一
項
第
一
号

イ
に
規
定
す
る
地
域
外
来
医
療
（
以
下
単
に
「
地
域
外
来
医
療
」
と
い
う
。）の
提
供
に
関
す
る
意
向
の
有
無

九

地
域
外
来
医
療
を
提
供
す
る
意
向
が
あ
る
と
き
は
、
提
供
す
る
予
定
の
地
域
外
来
医
療
の
内
容
（
当
該
提

供
の
頻
度
及
び
時
期
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。）

十

地
域
外
来
医
療
の
提
供
に
関
す
る
意
向
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

８

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お

い
て
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
診
療
所
を
開
設
し
た
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

一

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
の
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
を

行
わ
な
か
つ
た
者

二

第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者

三

第
五
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の
都

道
府
県
知
事
が
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
の
届
出
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
者

９

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
診
療
所
に
つ
い
て
、
そ

の
開
設
地
に
係
る
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
い
て
地
域
外
来
医
療
の
提
供
を
し
な
い
理
由
、
当
該
外
来
医
師
過

多
区
域
に
お
け
る
開
設
が
必
要
で
あ
る
理
由
及
び
提
供
す
る
医
療
の
具
体
的
な
内
容
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
三

法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

計
画
（
以
下
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
三

法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

計
画
（
以
下
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
を
受
け
る
医
師
（
以
下
「
対
象
医
師
」
と
い

う
。）に
対
し
、
臨
床
研
修
を
受
け
て
い
る
期
間
を
含
む
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
、
診
療
科
そ
の
他
の
事
項
に

関
し
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
条
件
（
以
下
「
コ
ー
ス
」
と
い
う
。）に
従
い
、
原
則
と
し
て
当
該
都
道
府
県

の
区
域
に
所
在
す
る
医
療
提
供
施
設
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
を
受
け
る
医
師
（
以
下
「
対
象
医
師
」
と
い

う
。）に
対
し
、
臨
床
研
修（
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
床
研
修
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

を
受
け
て
い
る
期
間
を
含
む
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
、
診
療
科
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら

れ
た
条
件
（
以
下
「
コ
ー
ス
」
と
い
う
。）に
従
い
、
原
則
と
し
て
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
所
在
す
る
医
療

提
供
施
設
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
四

法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
四

法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

都
道
府
県
に
よ
る
医
師
の
派
遣
先
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
公
的
医
療
機
関
に
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
。

五

都
道
府
県
に
よ
る
医
師
の
派
遣
先
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、法
第
三
十
一
条
に
定
め
る
公
的
医
療
機
関（
第

三
十
一
条
の
二
に
お
い
て
単
に
「
公
的
医
療
機
関
」
と
い
う
。）に
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
の
指
定
に
係
る
業
務
）

（
技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
の
指
定
に
係
る
業
務
）

第
九
十
四
条

法
第
百
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診

療
所
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。

第
九
十
四
条

法
第
百
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診

療
所
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。

一

医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
病
院

臨
床
研
修
に
係
る
業
務
で
あ
つ

て
、
一
定
期
間
、
集
中
的
に
診
療
を
行
う
こ
と
に
よ
り
基
本
的
な
診
療
能
力
を
身
に
付
け
る
た
め
に
当
該
業

務
に
従
事
す
る
医
師
の
時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
が
一
年
に
つ
い
て
九
百
六
十
時
間
を
超
え
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の

一

医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
病
院

同
項
の
臨
床
研
修
に
係
る
業
務
で

あ
つ
て
、
一
定
期
間
、
集
中
的
に
診
療
を
行
う
こ
と
に
よ
り
基
本
的
な
診
療
能
力
を
身
に
付
け
る
た
め
に
当

該
業
務
に
従
事
す
る
医
師
の
時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
が
一
年
に
つ
い
て
九
百
六
十
時
間
を
超
え
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

（
法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

件
等
）

（
法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

件
等
）

第
九
十
六
条

法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
と
す
る
。

第
九
十
六
条

法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
事
項
が
全
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
事
項
が
全
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

臨
床
研
修
又
は
医
師
法
第
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
研
修
を
効
率
的
に
行
う
た
め
の
取
組
に
関
す
る
事

項

ロ

医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
臨
床
研
修
又
は
同
法
第
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
研
修
を
効
率
的
に

行
う
た
め
の
取
組
に
関
す
る
事
項

２

（
略
）

２

（
略
）

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
七
条
の
二

法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
床
の
数
を

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
基
づ
き
削
減
し
た
場
合
と
す
る
。

（
新
設
）

一

医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た
許
可
に
係
る
病
床
の
数

（
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
五
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
の
四

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
数
又
は
同
令
第
五
条
の
四
の
二
第
二
項
に
基
づ
き

都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
数
を
超
え
る
と
き
は
当
該
厚
生
労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
数
又
は
当
該
都

道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
数
に
限
る
。）

二

次
に
掲
げ
る
病
床
の
数

イ

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
三
十
三
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
の
数
（
当
該
病
床
の
種
別
ご
と
に
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
に
基
づ
き
削
減
し
た
病
床
数
に
一
か
ら
同
号
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
控
除
し
た
数（
当
該
数
が
、

〇
・
九
五
以
上
で
あ
る
と
き
は
一
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
限
る
。）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



ロ

放
射
線
治
療
病
室
の
病
床
の
数

ハ

国
立
及
び
国
立
以
外
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
あ
る
病
院
の
病
床
の
数

ニ

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
指
定
入
院
医

療
機
関
で
あ
る
病
院
の
病
床
の
数
（
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号

の
決
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
同
法
に
よ
る
入
院
に
よ
る
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

三

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た

許
可
に
係
る
病
床
の
数
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
の
数
を
超
え
る
と
き
は
当
該
数
に
限
る
。）

四

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
病
床
の
数

第
七
条
の
三

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）

第
三
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
削
る
）

第
七
条
の
二

法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
床
の
数
を

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
基
づ
き
削
減
し
た
場
合
と
す
る
。

一

医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た
許
可
に
係
る
病
床
の
数

（
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
五
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
の
四

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
数
又
は
同
令
第
五
条
の
四
の
二
第
二
項
に
基
づ
き

都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
数
を
超
え
る
と
き
は
当
該
厚
生
労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
数
又
は
当
該
都

道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
数
に
限
る
。）

二

次
に
掲
げ
る
病
床
の
数

イ

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
三
十
三
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
の
数
（
当
該
病
床
の
種
別
ご
と
に
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
に
基
づ
き
削
減
し
た
病
床
数
に
一
か
ら
同
号
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
控
除
し
た
数（
当
該
数
が
、

〇
・
九
五
以
上
で
あ
る
と
き
は
一
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
限
る
。）

ロ

放
射
線
治
療
病
室
の
病
床
の
数

ハ

国
立
及
び
国
立
以
外
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
あ
る
病
院
の
病
床
の
数

ニ

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
指
定
入
院
医

療
機
関
で
あ
る
病
院
の
病
床
の
数
（
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号

の
決
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
同
法
に
よ
る
入
院
に
よ
る
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

三

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た

許
可
に
係
る
病
床
の
数
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
の
数
を
超
え
る
と
き
は
当
該
数
に
限
る
。）

四

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
病
床
の
数

第
七
条
の
二

（
略
）

第
七
条
の
三

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
指
定
の
申
請
）

（
指
定
の
申
請
）

第
三
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病

院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
指
定
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
引
き
続
き
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
三
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病

院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
指
定
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
引
き
続
き
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
保
険
医
（
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
を
除
く
。）、
薬
局
に
あ
つ
て
は
保
険

薬
剤
師
（
管
理
薬
剤
師
を
除
く
。）の
氏
名
及
び
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
の
記
号
及
び
番
号
並
び
に

担
当
診
療
科
名
を
記
載
し
た
書
類

二

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
保
険
医
（
管
理
者
を
除
く
。）、
薬
局
に
あ
つ
て
は
保
険
薬
剤
師
（
管
理
薬

剤
師
を
除
く
。）の
氏
名
及
び
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
の
記
号
及
び
番
号
並
び
に
担
当
診
療
科
名
を

記
載
し
た
書
類

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
が
法
第
七
十
条
の
二
第

一
項
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
新
設
）

六

保
険
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
（
以
下
こ
の
号
、
第
八
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に

お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
と
い
う
。）と
一
体
的
な
構
造
を
な
し
、
又
は
一
体
的
な
経
営
を
行

う
場
合
に
は
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
が
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三

十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
第
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
を
示
す
書
類

（
新
設
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
に
関
す
る
届
出
）

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
に
関
す
る
届
出
）

第
八
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
開
設
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
（
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
に
限
る
。）に
掲

げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き

は
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
開
設
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
、
管
理
薬
剤
師
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
。

一

管
理
者
、
管
理
薬
剤
師
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
。

二

法
第
八
十
条
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二

法
第
八
十
条
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
十
三
号
（
表
面
）
中
「四

保
険
医
療
機
関

」
を
「五

保
険
医
療
機
関

」
に
、「五

保
険
医
療
機
関

」
を
「六

保
険
医
療
機
関

」
に
、「六

～
九
（
省
略
）

」を
「七

～
十
（
省
略
）

」に
、「一

（
省
略
）

」を
「一

・
二

（
省
略
）

」に
、「二

保
険
医

」
を
「三

保
険
医

」
に
、「三

～
六
（
省
略
）

」を
「四

～
七
（
省
略
）

」に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「一
～
三
（
省
略
）

」を
「一

～
四
（
省
略
）

」に
改
め
る
。





三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
（
指
定
に
係
る

病
床
種
別
ご
と
の
病
床
数
等
を
除
く
。）又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ

つ
た
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
（
指
定
に
係
る

病
床
種
別
ご
と
の
病
床
数
等
を
除
く
。）又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ

つ
た
と
き
。

四

保
険
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
と
一
体
的
な
構
造
を
な
し
、
又
は
一
体
的
な
経
営

を
行
う
こ
と
と
し
た
と
き
。

（
新
設
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
保
険
医
療
機
関
の
期
限
付
指
定
の
期
限
）

第
九
条
の
二

法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
に
係
る
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
年

以
内
の
期
限
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
要
請
を
受
け
、
こ
れ
に
応
じ
な

か
つ
た
又
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
勧
告
を
受
け
た
（
当
該
勧
告
に
従
つ
た
場
合
を

除
く
。）開
設
者
又
は
管
理
者
が
開
設
又
は
管
理
す
る
診
療
所
が
指
定
を
受
け
る
場
合

三
年

二

医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
勧
告
を
受
け
、
前
号
の
規
定
に

よ
り
三
年
の
期
限
が
付
さ
れ
た
又
は
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
二
年
の
期
限
が
付
さ
れ
た
法
第
六
十
三
条
第
三

項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
た
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
当
該
勧
告
に
従
わ
ず
、
当
該
診
療
所
が
再
度

の
指
定
を
受
け
る
場
合

二
年

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
二
条

法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
医
師
若
し
く

は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
登
録
申
請
書
に
医
籍
若
し
く
は
歯
科
医
籍
又
は
薬
剤
師
名

簿
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
の
写
し
を
添
え
て
、
登
録
に
関
す
る
管
轄

地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
法
第
六
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
登
録
に
係
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
医
師
若
し
く

は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
登
録
申
請
書
に
医
籍
若
し
く
は
歯
科
医
籍
又
は
薬
剤
師
名

簿
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
の
写
し
を
添
え
て
、
登
録
に
関
す
る
管
轄

地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
法
第
六
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
登
録
に
係
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
併
せ
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
場
合

第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

二

薬
局
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）で
あ
る
場
合

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

三

薬
局
で
あ
つ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
と
一
体
的
な
構
造
を
な
し
、
又
は
一
体
的
な
経
営
を
行
う

場
合

第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
関
す
る
届
出
）

（
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
関
す
る
届
出
）

第
十
六
条

保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
そ
の
旨
、
そ
の
年
月
日
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
を
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局

長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
が
第
一
号
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
そ
の
旨
、
そ
の
年
月
日
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
を
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局

長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
が
第
一
号
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
八
十
一
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二

法
第
八
十
一
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
及
び
第
一
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
六
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
支
援
給
付
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
等
の
適
用
）

（
支
援
給
付
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
等
の
適
用
）

第
十
八
条
の
七

法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
を

含
む
。
以
下
「
支
援
給
付
」
と
い
う
。）が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
命
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
八
条
の
七

法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
を

含
む
。
以
下
「
支
援
給
付
」
と
い
う
。）が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
命
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省

令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
の
三
第
一
号
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。以
下「
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。）」
と
、「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
六
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
、
同
令
第
八
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
す
る
。

四

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省

令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。以
下「
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。）」
と
、「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
六
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
、
同
令
第
八
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
す
る
。

五
〜
十

（
略
）

五
〜
十

（
略
）

第
七
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
支
援
給
付
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
等
の
適
用
）

（
支
援
給
付
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
等
の
適
用
）

第
十
八
条
の
七

法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
を

含
む
。
以
下
「
支
援
給
付
」
と
い
う
。）が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
命
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
八
条
の
七

法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
を

含
む
。
以
下
「
支
援
給
付
」
と
い
う
。）が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
命
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省

令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。以
下「
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。）」
と
、「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
六
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
、
同
令
第
八
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
す
る
。

四

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省

令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
の
三
第
一
号
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。以
下「
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。）」
と
、「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
六
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
、
同
令
第
八
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
す
る
。

五
〜
十

（
略
）

五
〜
十

（
略
）
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令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
及
び
第
六
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
三
条
及
び
第
七
条
の
規
定

令
和
九
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
以
降
に
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
の

申
請
を
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
三
条

新
規
則
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
十
七
号
の
規
定
及
び
第
四
条
第
二
号
（
新
規
則
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
以
降
に
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
診

療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
申
請
又
は
届
出
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




